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　環境配慮住宅型研修施設は、地球温暖化
をはじめとする環境学習に利用していただ
くための施設で、環境学習用に研修室が置
かれています。
　施設内には建物のさまざまなエコの仕組
みが分かる展示があります。
所在地　貫井南町３−２−１６
開館時間　午前９時～午後９時（毎週火曜
日は休館）
施設の使用料・定員
渇　研修室１（１４.９１㎡）＝１時間当たり
２００円。定員１０人
渇　研修室２（１８.２２㎡）＝１時間当たり

２５０円。定員１０人
申　込　ご利用日の２か月前の月の１０日～
前日に、直接、環境政策課（市役所第二庁
舎４階☎０４２−３８７−９８１７）へ。

環境配慮住宅型研修施設
「環境 楽  習 館」

がく しゅうご利用
ください
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　社会保障・税番号制度の導入に伴
い、平成２７年１２月をもって、住民基
本台帳カード（以下、住基カード）
の発行・更新を終了します。
　平成２８年１月以降は個人番号カー
ドの交付を開始する予定ですので、
住基カードの新規発行・更新は用途
に応じて申請してください。なお、
住基カードの交付終了日については
改めて市報でお知らせします。
【住基カードをお持ちの方へ】
　平成２７年１２月までに発行した住基
カードは有効期限まで使用できま
す。ただし、住基カードと個人番号
カードを両方所有することはできま
せんので、個人番号カードを取得す
る際に住基カードは返納していただ
きます。
【電子証明書の取り扱い】
　住基カードに新たな公的個人認証

（電子証明書）を搭載することや更
新についても平成２７年１２月をもって
終了します。住基カードを利用した
電子証明書は、有効期限まで使用で
きますが、平成２８年１月以降、電子
証明書を新規発行・更新をする場合
は個人番号カードに切り替える必要
があります。
　なお、個人番号カードには電子証
明書が標準搭載されます。
【個人番号カードについて】
　個人番号カードは、ＩＣチップを
搭載しての発行が予定されており、
公的機関が発行した本人確認書類と
してご利用いただけます。
　個人番号カードの機能や取得方法
は改めて市報でお知らせします。
問合先　市民課市民係（☎０４２−３８７
−９８３０）

　

家
屋
の
増
改
築
や
修
繕
、
耐
震

補
強
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
造
、
太

陽
光
発
電
設
備
等
の
設
置
を
す
る

と
き
、
そ
の
資
金
の
一
部
の
融
資

あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
か
ら
融
資
あ
っ
せ

ん
予
定
者
を
決
定
す
る
ま
で
に
時

間
を
要
し
ま
す
の
で
、
余
裕
を
持

っ
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

内　

容

▽　

金
額
＝
工
事
見
積
額
の　

％
８０

以
内
で
、　

万
円
～　

万
円

３０

４００

（
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
設
備

は
、　

万
円
～　

万
円
）

１０

４００

▽　

貸
付
利
率
＝
年
２
・
８
５
％

（
市
が
貸
付
利
率
の
２
分
の
１

相
当
の
金
額
を
利
子
補
給
し
ま

す
の
で
、
本
人
負
担
は
１
・
４

２
５
％
と
な
り
ま
す
）

▽　

返
済
＝
元
利
均
等
償
還
で
、

借
入
額
に
応
じ
て
、　

年
以
内

１０

に
返
済

条　

件

▽　

市
内
に
１
年
以
上
居
住
し
、

増
改
築
す
る
家
屋
の
所
有
者

で
、
同
居
家
族
の
た
め
の
増
改

築
で
あ
る
こ
と

▽　

市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ

と
▽　

償
還
で
き
る
収
入
・
資
産
が

あ
る
こ
と

▽　

借
地
権
者
の
場
合
、
土
地
所

有
者
の
承
諾
を
得
て
い
る
こ
と

▽　

連
帯
保
証
人
が
い
る
こ
と

▽　

工
事
が
平
成　

年
２
月
末
ま

２８

で
に
完
了
す
る
こ
と

必
要
書
類　

融
資
あ
っ
せ
ん
申
込

書
（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で
配
布

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
）
、
土
地
お
よ
び
家

屋
の
評
価
証
明
書
、
工
事
見
積
書

な
ど
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申　

込　

必
要
書
類
を
添
え
て
、

直
接
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅

係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
６
１
）
へ
。

３８７

 　

安
全
で
安
心
し
て
住
み
続
け
ら

れ
る
ま
ち
に
す
る
た
め
に
は
、
ま

ち
全
体
を
災
害
に
強
い
構
造
に
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
、
大
地
震
に

備
え
て
自
分
の
住
宅
の
耐
震
診
断

を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
耐
震
補

強
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

【
耐
震
診
断
費
用
の
助
成
】

　

市
内
の
一
定
の
要
件
を
満
た
す

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
要
し
た

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

ご
利
用
の
際
は
、
事
前
に
相
談

カ
ー
ド
の
提
出
が
必
要
で
す
。

対
象
と
な
る
建
築
物　

昭
和　

年
５６

５
月　

日
以
前
に
着
工
し
た
市
内

３１

に
存
す
る
一
戸
建
て
の
木
造
住
宅

で
、
自
己
の
所
有
で
現
に
自
ら
の

住
居
と
し
て
使
用
し
て
い
る
住
宅

助
成
金
額　

５
万
円
を
上
限
に
、

耐
震
診
断
費
用
の
３
分
の
２
以
内

（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

【
耐
震
改
修
費
用
の
助
成
】

　

市
内
に
あ
る
木
造
住
宅
の
所
有

者
が
耐
震
診
断
を
行
い
、
診
断
に

基
づ
き
耐
震
改
修
を
行
う
場
合

に
、
改
修
に
要
し
た
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

　

ご
利
用
の
際
は
、
事
前
の
申
請

が
必
要
で
す
。

対
象
と
な
る
建
築
物　

耐
震
診
断

を
行
っ
た
結
果
、
現
行
の
耐
震
基

準
に
適
合
し
な
い
住
宅
で
、
市
の

定
め
る
基
準
に
適
合
し
た
耐
震
改

木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
・

改
修
費
用
助
成

修
を
行
っ
た
住
宅

助
成
金
額　
　

万
円
を
上
限
に
、

３０

耐
震
改
修
費
用
の
３
分
の
１
以
内

（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

調
査
機
関　

㈳
東
京
都
建
築
士
事

務
所
協
会
南
部
支
部
の
会
員
お
よ

び
東
京
都
木
造
住
宅
耐
震
診
断
事

務
所
登
録
制
度
実
施
要
綱
に
基
づ

く
耐
震
診
断
事
務
所
を
指
定
し
て

い
ま
す
。

そ
の
他　

▽
申
請
受
付
は
平
成　
２８

年
３
月　

日
ま
で
で
す
。
▽
申
請

３１

額
が
予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
受

け
付
け
を
終
了
し
ま
す
。
▽
助
成

金
の
交
付
は
、
同
一
の
住
宅
に
対

し
て
耐
震
診
断
・
改
修
各
１
回
を

限
度
と
し
ま
す
。
▽
助
成
金
の
交

付
は
、
耐
震
診
断
・
改
修
の
完
了

後
と
な
り
ま
す
。
▽
耐
震
改
修
を

し
た
場
合
、
所
得
税
の
特
別
控
除

制
度
が
あ
り
ま
す
。
▽
こ
の
ほ
か

に
も
助
成
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
先　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住

宅
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

  　

木
造
住
宅
の
安
全
に
対
す
る
不

安
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
耐
震

性
の
向
上
と
災
害
に
強
い
ま
ち
づ

く
り
を
め
ざ
し
、
耐
震
性
等
の
相

談
を
行
い
ま
す
。

相
談
日
時　

原
則
第
２
木
曜
日
午

後
１
時　

分
～
４
時　

分
（
１
件

３０

３０

１
時
間
以
内
）

相
談
場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
５

階　

会
議
室

５０１
相
談
内
容　

▽
構
造
一
般
相
談　

▽
耐
震
性
相
談
（
主
に
設
計
の
妥

当
性
の
確
認
）
▽
図
面
お
よ
び
計

算
書
の
再
確
認
等

木
造
住
宅
耐
震
相
談

対　

象　

市
内
在
住
で
、
市
内
に

木
造
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
方

相
談
員　

㈳
東
京
都
建
築
士
事
務

所
協
会
南
部
支
部
会
員

申　

込　

相
談
日
の
１
週
間
前
ま

で
に
、
電
話
ま
た
は
直
接
、
ま
ち

づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
市
役
所

第
二
庁
舎
５
階
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

６
１
）
へ
。

 　

市
で
は
、
面
積
が　

平
方
㍍
以

５００

上
の
農
地
等
を　

年
以
上
継
続
し

３０

て
営
農
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を

要
件
に
、
現
地
調
査
を
行
っ
た
う

え
で
、
生
産
緑
地
地
区
の
指
定
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

な
お
、
過
去
に
生
産
緑
地
法
の

行
為
制
限
が
解
除
さ
れ
た
農
地
で

も
、
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
再

指
定
で
き
ま
す
。

　

農
地
等
の
指
定
（
既
存
生
産
緑

地
地
区
へ
の
追
加
を
含
む
）
を
希

望
す
る
方
は
、
調
査
等
の
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
の
で
、
事
前
に
連

絡
の
う
え
、
環
境
政
策
課
（
市
役

所
第
二
庁
舎
４
階
）
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

相
談
期
間　

５
月
７
日
（
木
）
～

　

日
（
月
）
午
前
８
時　

分
～
正

１８

３０

午
、
午
後
１
時
～
５
時
（
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
）

問
合
先　

環
境
政
策
課
緑
と
公
園

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
６
０
）

０４２

３８７

 　

雨
水
の
積
極
的
な
有
効
利
用
と

節
水
活
動
を
目
的
と
し
て
、
雨
水

貯
留
施
設
（
雨
水
タ
ン
ク
等
）
の

設
置
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

　

な
お
、
一
度
の
申
請
で
２
基
ま

で
申
請
で
き
ま
す
が
、
申
請
後
、

３
年
間
は
申
請
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

補
助
金
を
利
用
す
る
方
は
、
購

入
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

補
助
対
象　

▽
市
内
で
所
有
ま
た

生
産
緑
地
の
指
定
申
請
の

事
前
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

雨
水
貯
留
施
設
の
設
置
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す

住宅増改築資金
融資あっせん
制度を
ご利用ください

社会保障・税番号制度の導社会保障・税番号制度の導入入
に伴う住民基本台帳カードに伴う住民基本台帳カードのの
取り扱いについ取り扱いについてて

は
利
用
す
る
建
物
に
、
雨
水
貯
留

施
設
を
購
入
し
設
置
し
た
方　

▽

市
税
等
を
完
納
し
て
い
る
方

補
助
金
額　

貯
留
施
設
本
体
の
購

入
金
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る

金
額
で
、
３
万
円
を
上
限
と
し
ま

す
。
（　

円
未
満
は
切
り
捨
て
）

１０

問
合
先　

環
境
政
策
課
環
境
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
１
７
）

０４２

３８７

 　

み
ど
り
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
に
、
生
け
垣
を
造
成
す
る
場

合
、次
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

造
成
す
る
生
け
垣
は
、
長
さ
３

㍍
以
上
で
高
さ
が
１
㍍
以
上
あ

り
、
幅
員
４
㍍
以
上
の
道
路
ま
た

は
幅
員
４
㍍
未
満
の
道
路
で
道
路

の
中
心
か
ら
２
㍍
後
退
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

【
助
成
内
容
】

　

新
た
に
造
成
す
る
生
け
垣
は
、

１
㍍
に
つ
き
、
造
成
費
の
２
分
の

１
（
限
度
額
１
万　

円
）
の
奨
励

５００

生
け
垣
造
成
奨
励
金
を
交
付

災
害
に
も
強
い

生
け
垣
を
お
勧
め
し
ま
す

金
を
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
１

戸
あ
た
り
の
限
度
額
は
、　

万
円

２１

と
し
ま
す
。

　

ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
取
り

壊
し
て
生
け
垣
を
造
成
す
る
場

合
、
１
㍍
に
つ
き
、
造
成
費
の
２

分
の
１
（
限
度
額
１
万
５
千
円
）

の
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。
た
だ

し
、
１
戸
当
た
り
の
限
度
額
は
、

　

万
円
と
し
ま
す
。

３０
　

造
成
ま
た
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

取
り
壊
し
を
行
う
際
は
、
必
ず
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先　

環
境
政
策
課
緑

と
公
園
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
４

階
☎　

儿　

儿
９
８
６
０
）

０４２

３８７

 　

市
内
の
一
部
地
域
の
下
水
道
管

の
調
査
と
雨
水
ま
す
の
清
掃
を
実

施
し
ま
す
。

　

作
業
員
は
、
市
が
発
行
す
る
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
、
腕
章
を
着

用
し
て
い
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協

下
水
道
施
設
の
調
査
お
よ
び

清
掃
を
実
施
し
ま
す

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

作
業
期
間　

５
月
～　

月
１０

問
合
先　

下
水
道
課
工
務
維
持
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
５
６
）

０４２

３８７

 　

市
で
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

を
よ
り
効
果
的
に
推
進
す
る
た

め
、
市
職
員
の
「
ノ
ー
上
着
・
ノ

ー
ネ
ク
タ
イ
運
動
」
を
実
施
し
ま

す
。

　

こ
の
運
動
で
は
、
事
務
室
等
の

室
内
温
度
は　

度
を
目
安
に
設
定

２８

し
、
勤
務
中
の
服
装
は
暑
さ
を
し

の
ぎ
や
す
い
ノ
ー
上
着
・
ノ
ー
ネ

ク
タ
イ
と
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。

実
施
期
間　

５
月
１
日
（
金
）
～

　

月　

日
（
土
）

１０

３１

実
施
場
所　

市
庁
舎
お
よ
び
市
の

施
設

問
合
先　

職
員
課
人
事
研
修
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
０
８
）

０４２

３８７

市
職
員
の
ノ
ー
上
着
・
ノ
ー

ネ
ク
タ
イ
運
動
を

実
施
し
ま
す


